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 畳類の表示に関する公正競争規約及び施行規則（案）  
※本案は平成 26 年 10 月 10 日時点での案であり、今後の調整の過程で変更される可能性があることご了承下さい。  

2014 年 10 月 10 日  畳類公正競争規約作成連絡会  

 

畳類の表示に関する公正競争規約検討原案  

畳類の表示に関する公正競争規約施行規則検討原案  

 

(目的）  

第１条  この公正競争規約（以下「規約」という。）は、

不当景品類及び不当表示防止法 (昭和 37 年法律第 134 号。

以下「景品表示法」という。 )第 11 条第１項の規定に基

づき、畳類（第３条に掲げるものをいう。以下同じ。）

の取引について行う表示に関する事項を定めることによ

り、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主

的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保す

ることを目的とする。  

 

（表示の基本）  

第２条  一般消費者に畳類を販売する事業者は、その素材

や加工履歴、加工処理方法等が、外見からは一般消費者

に容易に判別できないことに配慮し、これらに関する情

報や取引条件等について、一般消費者一人一人に正しく

かつ十分に説明し、その正しい選択と安定した使用が確

保されるよう努めなければならない。  

 

（適用範囲）  

第３条  この規約は、次に掲げるものに関する表示に適用

する。  

（１）いぐさ、七島いその他いぐさ状の素材を緯とし、麻

糸、綿糸等を経として製織したものであって、次号に

掲げる畳床の表面に装着して使用するもの（以下「畳

表」という。）  

（２）稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床 (日本工業規

格（以下「 JIS」という。） JIS A5901 において規定す
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るものをいう )及び建材畳床 (JIS A5914 において規定す

るものをいう )（以下「畳床」という。）  

（３）畳床に畳表を縫い付け又は貼り付けたもの（全面を

密着するように貼り付けたものをいう。以下同じ。 )で

あって、厚さ５５ミリ及び６０ミリのもの（部屋の 畳

敷き部分の寸法に沿って全面に敷き詰めて使用するも

のをいう。（以下「畳」という。）  

（４）前号に準じた厚さ１２ミリ以上のもの（畳と類似の

使い方をするものをいう。以下「薄畳」という。）  

  （ 1２ミリ以上５５ミリ未満の「薄畳」の畳床は、 J IS 

A 5901、 J IS A 5914 に準じる）  

 

 

 

（定義）  

第４条  この規約において「表示」とは、「不当景品類及

び不当表示防止法第２条の規定により景品類及び表示を

指定する件」（昭和３７年公正取引委員会告示第３号）

第２項各号に規定するものをいう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（適用範囲）  

第１条  「畳」及び「薄畳」の施工においてタッカーを使用

する場合は、厚みに対して安全性を十分考慮した針足のタ

ッカー針を使用すること。また特殊な工例を除き平刺し作

業には使用しないこと。  

（例、１２ mm 仕上げの場合は、６ mm の針足のタッカー

針を使用する等。）  

 

（定義）  

第２条  畳類の表示に関する公正競争規約（以下「規約」と

いう。）第４条第１項に規定する「表示」とは、顧客を誘

引するための手段として、事業者が自己の供給する畳類の

取引に関する事項について行う広告 その他の表示であっ

て、次に掲げるものをいう。  

（１）畳類（規約第３条に掲げるものをいう。以下同じ。）

の本体又は包装による広告その他の表示及びこれらに

添付した物による広告その他の表示  

（２）見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これら

に類似する物による広告その他の表示（ダイレクトメー

ル、ファクシミリ等によるものを含む。）及び口頭によ

る広告その他の表示（電話によるものを含む。）  

（３）ポスター、看板（プラカード及び建物又は電車、自動

車等に記載されたものを含む。）、ネオン・サイン、ア

ドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び

陳列物又は実演による広告  

（４）新聞紙、雑誌その他の出版物、放送（有線電気通信設

備又は拡声機による放送を含む。）、映写、演劇又は電

光による広告  
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２  この規約において「事業者」とは、以下に掲げる者で

あって、この規約に個別に参加する者及び第１５条の畳

類公正取引協議会の構成団体に所属し、かつこの規約に

参加する意志を表明した者をいう。なお、畳類を構成要

素とするものの販売についても同様に適用するものとす

る。  

（１）畳類を製造し自ら販売する者又は他に委託して販売

する者  

（２）畳類の製造を他に委託して自己の商標、氏名若しく

は名称を表示して販売する事業を行う者  

（３）畳類を他から受入れ又は輸入して、自己の商標、氏

名、若しくは名称を表示して販売する者  

（４）工務店、ハウスメーカー、ホームセンター、不動産

業者、総合建設業者、リフォーム業者等、前３号の者

に依頼を行う者  

３  この規約において「新畳」とは、新規の畳床、畳表を

用いて加工した畳又は薄畳をいい、「表替え」とは、現

に使用している畳床を用い、畳表を新調して行う加工を

いい、「裏返し」とは、現に使用している畳床と畳表を

用い、畳表を裏返して行う加工をいう。  

４  この規約において「畳製作技能士」とは、畳製作技能

検定試験に合格し、厚生労働大臣又は都道府県知事より

技能士証が交付された者をいう。  

５  この規約において「製造工程管理責任者」とは、日本

工業規格への適合性の認証に関する省令（平成１７年３

月３０日厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交

通省令第６号）第２条第５号ロ（２）に規定する能力に

準じる力量を有することを公的機関が認定した者（以下、

「品質管理責任者」という。）をいう。  

６  この規約において「資格」とは、建築業法に基づく許

可事業者、国、都道府県が規定した許可証を交付された

（５）情報処理の用に供する機器による広告その他の表示

（インターネット、パソコン通信等によるものを含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 - 4 - 

ものをいう。  

７  この規約において「表面加工」とは、何らかの資材又

は薬剤を用いて畳表の両面又は片面に施す加工をいい、

着色剤を添加した天然染土にいぐさ原草を浸漬し畳表に

製織すること及びいぐさ原草に直接着色剤による着色を

施して畳表に製織することを含む。  

８  この規約において「出荷証明書」とは畳表及び畳床の

製造者及び輸入した事業者が別に定める必要事項を記載

し発行するものをいう。  

９  この規約において「納入仕様書」とは別に定める必要

事項を記載し畳類本体に添えて発行するものをいう。  

 

（広告における必要表示事項）  

第５条  一般消費者に畳類を販売する事業者は、店頭掲示、

折り込みチラシその他の方法により畳類の広告を行う場

合は、次の各号に掲げる事項を明瞭に表示しなければな

らない。  

（１）販売事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号  

（２）品名及びランクを設けている場合はそのランク  

（３）畳表及び畳床の素材名並びに製造国名（いぐさ、七

島い製畳表の場合は併せていぐさ、七島い原草産地名

を記載）  

（４）一般消費者が支払う材料費を含めた畳工事の総額（合

理的な根拠に基づくものに限る。）  

 

（二重価格表示等）  

第６条  一般消費者に畳類を販売する事業者は、販売する

に当たり、自己の販売価格（以下「自店販売価格」と い

う。）に当該販売価格よりも高い他の価格（以下「比較

対象価格」という。）を併記して表示する場合（比較対

象価格と自店販売価格の差を割引率又は割引額で表示す

る場合を含む。以下このような表示を「二重表示価格」

という。）は、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 

（１）比較対象価格として、施行規則に定める自店平常価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広告における必要表示事項）  

第３条  一般消費者の承諾を得ることなく 顧客財産である

「畳類」を侵害するいかなる行為も行わないことを明確

に表示すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自店平常価格等の定義）  

第４条  規約第６条第１項第１号の自店平常価格又は市価

の用語の定義は以下によるものとする。  

（１）「自店平常価格」（「当店通常価格」、「当店旧価格」

等を含む。）とは、当該事業者における同一商品につい

て、当該価格を比較対象価格として用いる日以前８週間

のうち過半の期間にわたって実際に販売された価格を

いう。  

（２）「市価」（「一般販売価格」、「市場価格」、「他店
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格又は市価とはいえない価格を用いること。  

 

 

 

 

（２）比較対象価格として、実在する自店平常価格又は市

価よりも高い価格を用いること。  

（３）割引率又は割引額の算出の基礎となる価格や割引率

又は割引額の内容等について、合理的な根拠なくして

実際と異なる表示又は曖昧な表示を行うこと。  

（４）割引率又は割引額の適用対象となる商品が存在しな

い又は一部のものに限定されているにもかかわらず、

その旨を明示しないで、当該事業者の取り扱う全商品

又は特定の商品群を対象とした一括的な割引率又は割

引額であることを強調した表示を行うこと。  

２  二重価格表示を行う事業者は、自店販売価格及び比較

対象価格がそれぞれどのような根拠に基づくものかに

ついて、併せて表示しなければならない。  

 

（納入仕様書の必要表示事項及び表示方法）  

第７条  一般消費者に畳類を販売する事業者は、次の各号

に掲げる事項を、書面に邦文で明瞭に表示した納入仕

様書を畳類に添えて発行するとともに、別に定める方

法により畳類の本体に表示しなればならない。  

（１）畳表（いぐさ及び七島い）  

  ア  畳表及び経糸の素材の名称  

  イ  畳表の原料のいぐさ、七島いの産地名（ただし、

国産は県名を外国産のものは原産国名）  

  ウ  製織地名（ただし、外国産のものは製織国名）  

  エ  表面加工の有無、加工目的、及び使用資材又は薬

剤  

  オ  国産の畳表の場合ＱＲコード付きタグの有無  

 

 

通常価格」等を含む。）とは、同一商品について、当該

事業者が販売している地域内において競争関係にある

事業者の相当数の者が実際に販売している最近時の価

格を正確に調査した事実に基づく価格をいう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的表示方法等）  

第５条  規約第７条第１項第１号のアの畳表の素材（畳表の

緯となるいぐさ状のものの素材をいう。以下同じ。）は、

いぐさ、七島いの場合はそれぞれ「いぐさ」、「七島い」

と表示するものとし、いぐさ、七島い以外の場合は、素材

が単体であるときは、「紙（機械すき和紙に水性エマルジ

ョン樹脂をコーティングしたもの）」、「ポリプロピレン」

等と表示するものとする。  

２  前項の場合において、畳表の素材が複数の原材料からな

るときは、使用量が多いものから順に原材料名を表示する

ものとする。  

 

第６条  規約第７条第１項第１号のエの表面加工の目的は、

「防かび」、「抗菌」、「防虫」、「色留め」、「着色」

等と表示するものとする。  
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（２）その他の畳表（いぐさ、七島い以外のいぐさ状の素

材を緯とし麻、綿糸等を経として製織されたもの）  

  ア  畳表及び経糸の素材の名称  

  イ  生産国名  

  ウ  表面加工の有無、加工目的、及び使用資材又は薬  

  剤  

（３）畳床  

  ア  種類又は記号（ J IS の表示に準じる。）  

  イ  製造者の氏名又は名称及び住所  

  ウ  防虫処理を行っている場合はその方法（ J IS の表示

に準じる。）  

 

第７条  規約第７条第１項第１号のエの表面加工の資材又

は薬剤に係る表示は、成分名の表示を基本とするものと

し、組成が明らかな場合は含有量の多い順に表示するもの

とする。  

２  前項において、資材又は薬剤の成分の把握が困難な場合

にあっては、成分に代わり商品名等を表示するものとす

る。この場合、資材又は薬剤がどのようなものかが、消費

者に伝わるよう工夫するものとする。  

３  前２項の場合において、規約第７条第７項により表示の

内容に責任を負う者は、使用された資材又は薬剤の安全性

について万全を期すとともに、一般消費者等から安全性に

関し説明の要請があった場合は、すぐに回答できるように

しておくものとする。  

４  畳表を輸入した事業者（委託等により他の事業者を介し

て輸入した畳表を販売する事業者を含む。以下同じ。）は、

生産者への確認又は目視その他の方法により着色加工（着

色剤を添加した天然染土にいぐさ原草を浸漬し畳表に製

織すること又はいぐさ原草に直接着色剤による着色を施

して畳表に製織することをいう。以下同じ。）の有無を確

認するとともに、着色加工があった場合は着色剤の成分を

表示するものとする。ただし、着色剤の成分の把握が困難

な場合にあっては、成分に代わり「着色剤」と表示するこ

とができる。この場合における着色剤の安全性について

は、前項の規定を準用するものとする。  
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  エ  J IS 認証の有無（「有」の場合は J IS 認証番号）  

（４）畳及び薄畳  

  ア  製造者の氏名又は名称及び住所  

  イ  前三号に掲げる事項  

  ウ  加工方法  

 

  エ  新畳、表替え、裏返しの別  

  オ  畳店段階での表面加工の有無、加工目的、加工方

法及び使用資材又は薬剤  

     カ  畳製作技能士の資格の有無及び登録番号、製造工

程管理責任者（品質管理責任者資格を含む）の有無及

び登録番号。  

キ  畳類に関する統一的な消費者相談窓口及び連絡先  

２  前項第３号の畳及び薄畳の表示において、追加情報と

して、畳類に関する許可資格名及び当該許可資格にかか

る登録番号を表示することができる。  

３  表替えの場合は、第１項第３号の表示は行わないもの

とし、裏返しの場合は、第１項第１号乃至第３号の表示

は行わないものとする。ただし、畳及び薄畳を製造する

事業者（委託してこれを製造する者を含む。以下同じ。）

が、現に使用している畳床の防虫処理を行った場合は、

当該畳及び薄畳を製造する事業者が、第１項第３号のウ

の表示を行うものとする。   

４  第１項の事業者は、畳類が、通常、一般消費者からの

注文生産により販売されるという特性に鑑み、畳及び 薄

畳の加工・工事を行う前の段階で前項各号の表示事項を

一般消費者に示し、一般消費者の自主的かつ合理的な選

択に資するよう努めなければならない。  

５  前項の場合において、工務店、ハウスメーカー、ホー

ムセンター、不動産業者、総合建設業者その他の事業者

（以下「工務店等」という。）からの依頼により畳及び

薄畳の加工を行う事業者は、当該工務店等に対し、事前

に第１項各号の表示事項を提示しなければならない。ま

た、当該表示事項を畳及び薄畳の工事を行う前の段階で

 

 

 

 

 

第８条  規約第７条第１項第 4 号のウの加工方法は縫い付

けたものについては「縫着」、貼り付けたものについては

「接着」と表示するとともに、接着したものの他「畳」、

「薄畳」等で表替え、裏返しができないものは、その旨を

併せて表示するものとする。  

２  規約第７条第１項第３号のオの表面加工の目的の表示

方法は第５条に準ずるものとする。  

 

（出荷証明書）  

第９条  畳表を輸入した事業者（委託等により他の事業者を

介して輸入した畳表を販売する事業者を含む。以下同じ。）

は、規約第７条第１項第１号の表示事項のほか、輸入者の

氏名または名称、出荷年月日、管理番号、出荷枚数を記載

した出荷証明書を、取引の１出荷単位ごとに、譲渡した事

業者に表示内容を適正に伝達するものとする。  

２  畳表を製造した事業者（委託して製造した事業者を含

む。以下同じ。）は、規約第７条第１項第１号の表示事項

のほか、製織者の氏名又は名称、 QR コード付きタグの有

無、出荷年月日、製品ロット番号、出荷枚数を記載した出

荷証明書を、取引の１出品単位ごとに、譲渡した事業者に

表示内容を適正に伝達するものとする。なお、製品ロット

番号は出品単位ごとに付与するものとする。（相対取引な

ど出品を伴わない取引においても２項の内容を取引相手

に適正に伝達するものとする）  

３  その他の畳表を製造した事業者（委託して製造した事業

者を含む。以下同じ。）は、規約第７条第１項第２号の表

示事項のほか、国産の場合は生産者の氏名又は名称、輸入

品の場合は輸入者の氏名又は名称、出荷年月日、管理番号、

出荷枚数を記載した出荷証明書を、取引の１出荷単位ごと
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一般消費者に示すよう要請に努めるものとする。  

６  前項の規定は、工務店等を通じて建築士等からの依頼

により畳及び薄畳の工事を行う場合にも準用する。この

場合、「工務店等からの依頼により」を「工務店等を通

じて建築士等からの依頼により」と、「当該工務店等に

対し」を「当該建築士等に対し」とする。  

７  第１項第４号のアは、インターネット等により一般消

費 者 が 容 易 に そ の 表 示 内 容 を 閲 覧 で き る よ う に し た 上

で、記号による表示を行うことができる。この場合、一

般消費者の利便性に留意しなければならない。  

８  第１項各号の表示事項は、当該畳類を製造した事業者

（委託して製造した事業者を含む。以下同じ。）若しく

は輸入した事業者（委託等により他の事業者を介して輸

入した畳表を販売する事業者を含む。以下同じ。）が表

示し、別に定めるところにより、一般消費者に畳類を販

売する事業者に適正に伝達するとともに、その内容につ

いての責任を負うものとする。  

  ただし、第１項第３号のエの表示は、畳床 J IS の認証を

受けた者が表示するものとする。  

  また、畳及び薄畳を製造する事業者（委託してこれを

製造する者を含む。）が、畳表に表面加工を行った場合、

又は第３項の畳床の防虫処理を行った場合は、第１項第

４号のオの表示及び同項第３号のウの表示は、当該畳及

び薄畳を製造する事業者が行うとともに、その内容につ

いての責任を負うものとする。  

 

（事業者間におけるいぐさ、七島い原草の表示事項の受け

渡し）  

第８条  畳類の原料としていぐさ、七島い原草の譲渡しを

行う事業者は、別に定めるところにより、次の各号に掲

げる事項を取引相手の事業者に適正に伝達しなければな

らない。  

（１）いぐさ、七島い原草の産地名（ただし、外国産のも

のは原産国名）  

に、譲渡した事業者に表示内容を適正に伝達するものとす

る。  

４  畳床を製造した事業者（委託して製造した事業者を含

む。以下同じ。）若しくは輸入した事業者（委託等により

他の事業者を介して輸入した畳床を販売する事業者を含

む。以下同じ。）は、規約第７条第１項第３号の表示事項

を記載した証紙を一枚ごとに貼付し更に出荷証明書又は

納品書等により、譲渡した事業者に表示内容を適正に伝達

するものとする。  

 

（畳類本体への表示方法）  

第 10 条  規約第７条第 1 項の畳類本体への表示は、 J IS 

A5902 に規定する表示項目に準じ次の各号に掲げる項目を

表示するほか、その他の必要な事項を表示できるものとす

る。  

①  種類又は記号  

②  製造年月又はその略号  

③  製造業者名又はその略号  

④  方書き（新畳のみ畳本体の裏面に記載）  
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（２）いぐさ、七島い原草を譲渡す事業者の氏名又は名称  

 

（消費者への対応責任）  

第９条  事業者は、消費者等からの問い合わせや苦情につ

いて、自らの行為に帰すべきものは、自らが真摯に対応

するものとする。  

  

（特定用語の使用基準）  

第 10 条  「最高級」、｢極上｣又はこれらに類似する畳類の

品質の優良性を強調する用語は、あらかじめ公正取引協

議会が別に定める基準により審査の上、使用が認められ

た場合を除き、使用してはならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（不当表示の禁止）  

第 11 条  事業者は、畳類の取引に関し、次のいずれかに該

 

 

 

 

 

 

 

（特定用語の使用の判断基準）  

第 11 条  規約第１０条の規定に基づき、規約第１５条の畳

類公正取引協議会 (以下「公正取引協議会」という。）が

特定用語の使用の可否を判断する基準は、次に定めるとお

りとする。  

「最高級品」「高級品」の用語の使用の基準は熊本県い

業協同組合が定める熊本県品種「ひのみどり」等製品畳

表検査規格表（現時点で検査精度が担保される水準にあ

ると認められるもの）により「最高級品」は「極」を「高

級品」は「特撰」を基準とする。また製作にあたっては

畳製作一級技能士が製作又は製作管理した製品とする。

（畳製作一級技能士は工場毎に常駐すること）他の特定

用語の使用基準は、「ひのみどり」の「優の特、１，２」

の取り扱い及び「ひのみどり」以外の全ての品種（外国

産及び熊本県以外の畳表）においては、今後、製品畳表

の検査規格を策定した後に確定する。  

特定用語の使用は当面「最高級品」「高級品」のみとし

それ以外は使用できないものとする。  

使用できる用語例・使用出来ない用語例は補足資料に提

示する。  

（２）原料、製造工程、製法等が特別に管理されており、そ

の結果製造された畳類が、他の畳類より特に優れている

ことが明らかであること  

 

（不当表示の禁止）  

第 12 条  施工実績が無いにも関わらず、有名建築物名や対

象者名等（神社仏閣等の有名建築物や国宝、重要文化
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当する表示をしてはならない。  

（１）前条に規定する特定用語の使用基準に合致しない表

示  

（２）合理的な根拠がないにもかかわらず、前条に規定す

る特定用語に類似する表示を行うことにより、当該商

品の品質が実際のものよりも著しく優良であるかのよ

うに誤認されるおそれがある表示  

（３）当該製品について賞を受けた事実又は推奨を受けた

事実がないにもかかわらず、賞を受け、又は推奨を受

けたと誤認されるおそれがある表示  

（４）他の事業者又は他の事業者の商品を中傷し、又はひ

ぼうすることによって、他の事業者に係るものより著

しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがあ

る表示  

（５）前各号に掲げるもののほか、商品の内容又は取引条

件等について、実際のもの又は自己と競争関係にある

他の事業者に係るものより著しく優良又は有利である

と一般消費者に誤認されるおそれがある表示  

 

（おとり広告に関する表示の禁止）  

第 12 条  一般消費者に畳類を販売する事業者は、店頭掲示、

折り込みチラシその他の方法により広告を行う場合は、

次の各号に掲げる表示をしてはならない。  

（１）実際には取引する意思のない、又は取引の対象とな

り得ない畳類について、一般消費者に購入可能である

が如く誤認される恐れのある表示  

（２）販売数量、販売期間又は販売の相手方が著しく限定

されている畳類について、その限定の内容が明瞭に記

載されていない表示  

 

（畳表等の表示内容の適正な伝達の検証）  

第 13 条  畳表又はいぐさ、七島い原草（第８条第２項のい

ぐさ、七島い原草に限る。以下本条において同じ。）を

譲受け又は他の事業者へ譲渡した事業者は、別に定める

財、省庁及び団体等）の施工及び御用達等の表示はし

てはならない。表示する場合は、対象建築物等の管理

者、対象者の表示許可を明示しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（畳表等の表示内容の適正な伝達の検証の手順）  

第 13 条  規約第１３条第１項乃至第３項による表示内容の

適正な伝達の検証は、次の手順により行うものとする。  

１  畳表の生産又は輸入に携わる者の手順  
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ところにより、第７条第１項第１号第２号並びに製織者

又は輸入者の氏名又は名称並びに第８条の表示の内容の

適正な伝達が検証できるようにしておかなければならな

い。  

２  畳床を譲受け又は他の事業者へ譲渡した事業者は、別

に定めるところにより、第７条第１項第３号の表示の内

容の適正な伝達が検証できるようにしておかなければな

らない。  

３  畳及び薄畳を譲受け又は他の事業者へ譲渡した事業者

は、別に定めるところにより、第７条第１項第４号の表

示の内容の適正な伝達が検証できるようにしておかなけ

ればならない。  

４  公正取引協議会は、前３項の適正な伝達を検証するた

め、一般消費者からの要求を含め必要に応じ、事業者か

ら実施状況の報告を求めることができるものとする。 事

業者は正当な理由がある場合を除きその要求を拒むこと

はできない。  

５  事業者が他の事業者に委託をして畳表又はいぐさ、七

島いの譲渡しをする場合における第１項の規定の適用に

ついては、同項中「譲受け又は他の事業者への譲渡し」

とあるのは、畳表又はいぐさ、七等いの譲渡しの委託を

する事業者にあっては「譲受け又は他の事業者への譲渡

しの委託」と、畳表又はいぐさ、七等いの譲渡しの受託

をする事業者にあっては「譲渡しの受託又は他の事業者

への譲渡し」とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畳表を生産または輸入した事業者が他の事業者に畳表を

譲渡す場合は、第９条第１項又は第２項の出荷証明書を作

成し、取引相手に受渡すとともに、次の事項の記録を作成

し、５年間保存する。また、出荷証明書が畳類を一般消費

者に販売する事業者に適切に伝達されるよう努めなけれ

ばならない。  

①   譲渡した畳表の数量  

②   譲渡した相手方の氏名又は名称  

③   出荷年月日  

④   種類、規格、表面加工の有無  

⑤   ロット番号（国産のみ）   

２  畳表の流通に携わる者の手順  

畳表を生産し又は輸入した事業者若しくは他から畳表

を譲受けた事業者から畳表を譲受け、他の事業者に譲渡

す事業者は、次に係る記録を作成し、５年間保存する。

また、出荷証明書が畳類を一般消費者に販売する事業者

に適切に伝達されるよう努めなければならない。  

   ①  譲受け又は譲渡した畳表の数量  

   ②  譲受け又は譲渡した年月日若しくは搬入又は搬

出をした年月日  

   ③  譲受け又は譲渡した相手方の氏名又は名称  

④  譲受け又は譲渡した畳表の仕入れ又は出荷伝票

番号  

   ⑤  譲受け又は譲渡しをした畳表の製織者又は輸入

者の氏名又は名称及び製品ロット番号（国内で製織

された畳表の場合に限る。）  

３  いぐさ、七島い原草の生産、輸入、流通に携わる者の手

順  

（１）いぐさ、七島い原草を生産し又は輸入し、他の事業

者にいぐさ、七島い原草を譲渡す事業者は、規約第８条の

表示事項を記載した出荷証明書又は納品書等を受渡すとと

もに、次の事項の記録を作成し、５年間保存する。  

   ①  譲渡したいぐさ、七島い原草の数量  

   ②  譲渡した年月日若しくは搬入又は搬出をした年
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月日  

   ③  譲渡した相手方の氏名又は名称  

   ④  譲渡した者の氏名又は名称  

（２）いぐさ、七島い原草を生産し又は輸入した者からいぐ

さ、七島い原草を譲受け、他の事業者に譲渡す事業者は、

規約第８条の表示事項を記載した出荷証明書又は納品

書等受渡すとともに、前号の記録を作成し、５年間保存

する。  

４  取引情報等の記録の作成  

前３項の規定に基づく記録（以下「取引情報等の記録」

という。）は、次に定めるところにより作成する。  

  ①  書面又は電磁媒体により作成する。  

  ②  原則として、事務所、事業場又は店舗ごとに作成す

る。ただし、主たる事務所において記録を一括して保

存している場合等であって、主たる事務所に照会する

ことにより、当該記録を速やかに確認することができ

る場合は、一括して作成することができる。  

  ③  記録は、いぐさ、七島い原草又は畳表を譲受け又は

譲渡しする際の取引単位で作成する。  

  ④  第２項、第３項及び第４項の取引において、返品そ

の他の事由により取引情報等の記録に係る事項のい

ずれかに変更が生じたときは、遅滞なく、その内容に

応じて適切に記録を変更する。  

５  いぐさ、七島い原草又は畳表を分割して譲渡す場合の取

扱  

  第３項の事業者が、一取引で譲受けた畳表を分割して他

の事業者に譲渡す場合は、分割した荷ごとに出荷証明書を

複写して取引相手に受渡すことができる。  

  第３項の事業者が、いぐさ、七島い原草を分割する場合

も同様とする。  

６  畳及び薄畳の製造・販売に携わる者の手順  

畳及び薄畳を製造・販売する事業者は、畳表を譲受けた

ときは、取引伝票及び出荷証明書を５年間保存するととも

に、次の事項に係る記録を作成し、５年間保存する。また
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（書類の整備等）  

第 14 条  事業者は、第 10 条に規定する用語を表示する場

合は、表示の根拠となる畳類の管理状況及び出荷販売等

の事項について記載し、若しくは記録した書類等を作成

し、又はこれらに代わる伝票等を、当該表示に係る畳類

を出荷した日から５年間保存しなければならない。  

２  第 ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 の エ 及 び 同 項 第 ４ 号 の オ に つ い

て、表面加工を「有」と表示した事業者は、当該加工に

使用した資材又は薬剤の成分の安全性に関する情報につ

いて把握するよう努めるものとする。  

 

（畳類公正取引協議会の設置）  

第 15 条  この規約の目的を達成するため、畳類公正取引協

議会（この規約において「公正取引協議会」という。）

を設置する。  

２  公正取引協議会は、事業者及びこの規約に参加する事

業者団体をもって構成する。  

販売（納品）に際して発行する商品説明書には規約第７条

第１項第４号の記載事項を記載して伝達する。  

①  仕入れ年月日、納品書番号、仕入枚数  

②  当該畳表の使用状況（販売先の氏名、数量等の

記録）。（使用した畳表が複数枚の出荷証明書

にわたる場合は、それぞれの記録を記載する）  

７  他に委託又は受託して譲渡す場合の記録の作成、保管等

の取扱  

（１）第１項乃至第３項及び第５項乃至第６項の手順は、他

の事業者に委託し又は他の事業者から受託する等他の

事業者を介して畳表又はいぐさ、七島い原草の譲渡しを

する場合に準用する。この場合、取引情報の記録の作成、

保管は、原則として委託等を行った事業者が行う。  

（２）前号の取引情報の記録の正確性を期すため、畳表又は

いぐさ、七等い原草の譲渡しを委託又は受託等により行

う事業者の間で、取引情報に齟齬がないようにしなけれ

ばならない。  
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（公正取引協議会の事業）  

第 16 条  公正取引協議会は、次の事業を行う。  

（１）この規約の内容の周知徹底に関すること。  

（２）この規約についての相談及び指導に関すること。  

（３）この規約の遵守状況の調査に関すること。  

（４）この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に

関すること。  

（５）この規約の規定に違反する構成事業者に対する措置

に関すること。  

（６）公正取引マーク等（以下「証紙等」という。）の承

認等に関すること。  

（７）一般消費者等からの苦情処理に関すること。  

（８）不当景品類及び不当表示防止法その他公正取引に関

する法令の普及及び違反の防止に関すること。  

（９）関係官庁との連絡に関すること。  

（ 10）会員に対する情報提供に関すること。  

（ 11）その他この規約の施行に関すること。  

 

（会員証紙等）  

第 17 条  一般消費者に畳類を販売する事業者であって、こ

の規約を遵守し、かつ、第７条第１項各号の表示を行 う

事業者は、畳類の本体に「畳類公正取引協議会会員証紙」

を表示しなければならない。  

２  第１項に定める事業者は、店頭、チラシ等に「畳類公

正取引協議会加盟店マーク」、「畳類公正取引協議会会

員」の表示をすることができる。  

３  第１項に定める「畳類公正取引協議会会員証紙」及び

前項の「畳類公正取引協議会加盟店マーク」並びに「畳

類公正取引協議会会員」の表示は公正取引協議会が別に

定める使用基準によるものとする。  

 

（違反に関する調査）  

第 18 条  公正取引協議会は、第５条から第 14 条まで及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会員証紙への記載事項）  

第 14 条  規約第 17 条第 1 項の会員証紙には第 10 条①乃至

③の表示を行う。  

２  畳類への会員証紙の表示は、畳類の裏面中央付近に貼付

けて行うものとする。  

３  前項の表示を行う場合、既に会員証紙が貼りつけられて

いる場合は、その証紙を剥離する又は、その上に貼付するな

どにより、消費者が明確に判別できるようにしなければなら

ない。  
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前条の規定に違反する事実があると思料するときは、関

係者を招致して事情を聴取し、関係者に必要な事項を照

会し、参考人から意見を求め、その他その事実について

必要な調査を行うことができる。  

２  事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査

に協力しなければならない。  

３  公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力

しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書を

もって警告し、これに従わないときは、１０万円以下の

違約金を課し、又は除名処分をすることができる。  

 

（違反に対する措置）  

第 19 条  公正取引協議会は、事業者に第５条乃至第 14 条

及び第 17 条の規定に違反する行為があると認められると

きは、当該事業者に対し、違反行為を繰り返さない旨、

かつ、その行為を排除するために必要十分な措置をとる

べき旨を ,文書をもって警告することができる。  

２  公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事

業者が、警告後１０日経過後もこれに従っていないと認

めるときは、当該事業者に対し、１００万円以下の違約

金を課し、除名処分をし、又は消費者庁及び公正取引委

員会に必要な措置を講ずるよう求めることができる。  

３  公正取引協議会は、前条第３項又は前二項の規定によ

り警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、

その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁及び公正取引委

員会に報告するものとする。  

 

（違反に対する決定）  

第 20 条  公正取引協議会は、第 18 条第３項の規定による

措置（警告を除く。）又は前条第１項若しくは第２項の

規定による措置を採ろうとする場合には、採るべき措置

の案（以下「決定案」という。）を作成し、これを当該

構成事業者に送付するものとする。  

２  前項の構成事業者は、決定案の送付を受けた日から 10
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日以内に、公正取引協議会に対して文書をもって異議の

申立てをすることができる。  

３  公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合

には、当該構成事業者に追加の主張及び立証の機会を与

え、これらに基づいて更に審理を行った上で、措置の決

定を行うものとする。  

４  公正取引協議会は、第２項に規定する期間内に異議の

申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同

趣旨の決定を行うものとする。  

 

（加入者の制限）     

 第 21 条  過去に、景品表示法に基づく措置命令又は本規約

に基づく処分を受けたものは、命令又は処分を受けた時

から起算して５年を経過しないうちは、この規約に参加

することができない。  

 

（規則の制定）  

第 22 条  公正取引協議会は、この規約の施行に関する事項

について規則を定めることができる。  

２  前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事

前に消費者庁及び公正取引委員会の承認を受けるものと

する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ２６年１０月  畳類公正競争規約作成連絡会  


